
 

新元気商店会内部 

抽選会運営補助 

1,200 

江戸川区中央１－４－１ 

０３－１２３４－５６７８ 

中央 太郎  

４５ 

承 諾 書 

 

                殿 

（商店会名） 

 

この度、下記により臨時アルバイトとして雇用されましたことについては、誠実かつ  

公正に職務を遂行し、雇用期間が終了した時は異議なく退職することを承諾します。 

 

記 

 

１ 勤務場所                                    

 

２ 勤務内容                                     

 

３ 雇用期間   令和〇〇年１０月１日  から 令和〇〇年１０月２日まで 

 

４ 勤務時間   午前・午後 １０時００分 から 午前・午後 ６時００分まで 

  休憩時間   午前・午後  １時００分 から 午前・午後 ２時００分まで 

                              （実働 ７ 時間） 

 

※勤務時間が６時間を超える場合は４５分以上、８時間を超える場合は６０分以上の 

休憩時間を付与します。（労働基準法第３４条） 

※勤務時間が６時間ぴったりの場合は休憩時間を設けないこともあります。 

法令に基づき６時間を 1分でも超える場合には４５分以上の休憩時間を付与します。 

※休憩時間中の賃金は支給されません。 

 

５ 賃  金   時給      円   ・   日給        円 

         ※雇用日時点の東京都の最低賃金額を上回るよう設定しております。 

 

６ その他追記事項  

    

令和〇〇年９月１５日 

住  所                        

                          電話番号                         

               氏  名               

年  齢     歳  

新元気商店会 

詳しい勤務内容を記載して下さい。 

また、「警備」という文言は使用しないで

下さい。※警備業法上のため 

雇用承諾日のため、 

「3 雇用期間」以前

の日付を記入してく

ださい。 

記入例 


